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第2部 各 論

第1章 郵 便

第1節 概 況

昭和48年度の郵便事業運営の概況は,ま ず郵便物数の推移をみると,年 度

途中までは景気の好調に支えられて順調に増加 したが,11月 以降は石油危機

等による経済情勢の激変 と資源の節約ムー ドを反映 して,増 加傾向は著 しく

鈍化した。年間を通じてみると,引 受総郵便物数は130億 通を超え,前 年度

に比 し5.1%と ほぼ平年度並みの増加率を示す結果となった。

業務運行状況についてみると,世 論の要請にこたえて,46年10月 に全国の

集配郵便局において全国の主要なあて地に配達されるまでに要す る日数を示

した 「郵便 日数表(郵 便物標準送達所要日数表)」を公表し,そ の送達速度を

安定させるために,輸 送,施 設,要 員などについて種々の施策を推進した結

果,47年 度まではおおむね安定 した郵便の業務運行が図られてきた。

しかしながら,48年 度に入ってか らは,主 として大都市及びその周辺部に

おいて,年 度当初からともすれば郵便物の配送に円滑を欠 き,一 部の郵便物

について郵便 日数表どお りの送達速度を維持できない事態が生 じがちであっ

た。その原因は,こ れらの地域における人 口及び産業の集中に伴う郵便取扱

業務量激増と,労 働組合の闘争が行われるなど労使関係の安定を著 しく欠い

たことによる点が多いものと考えられる。とりわけ,年 末期においては,郵

便及び交通関係労組の広範かつし烈な闘争が長期間継続し,空 前の郵便物の

滞留を生 じ,業 務運行は大幅に乱れた。

また,航 空機の騒音問題に関連 して,大 阪国際空港における郵便専用機の
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夜間発着規制を行ったが,こ れが郵便物の送達速度に少なか らざる影響を与

え,郵 便日数表の一部変更を行うところとなった。今後,現 在の郵便物の送

達速度を維持するに当たって新たな問題を提起 している。

事業収支をみると,郵 便業務収入はほぼ計画どお り確保されたが,支 出の

面では,仲 裁裁定の実施等による給与改善が17。5%と 大幅な上昇を示 したた

め人件費の支出増が著 しく,収 支差額は250億 円の赤字を計上せざるを得な

か った。郵便事業は,運 営経費のなかで人件費関係の経費が約90%を 占めて

いる現状であり,近 年の引き続 く高率の人件費増のため,郵 便事業財政は極

めて憂慮すべき事態に立ち至った。

このような郵便事業財政悪化の事態に対処するため,48年10月 郵政審議会

に対し郵便事業の健全な経営を維持する方策について諮問がなされ,同 年12

月その答申が行われた。答申は,郵 便事業経営はこのまま推移すると危機に

ひんす るものと認め,そ の収支を改善するためには郵便料金の改正によらざ

るを得ないこと,社 会的変化に適応 した郵便の在るべき姿について長期的視

野に立って検討すること,少 なくとも実情に即 しないサービスの再検討をす

ること,機 械化を積極的に推進すること等,今 後事業経営上採るべき措置に

ついて提言を行っている。これらの提言の趣旨にそって,健 全経営維持のた

めの各般にわたる施策を推進することが郵便事業の今後の大きな課題 となっ

ている。

第2節 郵便の利用状況

1郵 便物数の動向

48年 度 の 引 受 総 郵 便物 数 は,132億87万6千 通(個)で,対 前 年 度 比5.1%

の増 加 で あ った。

そ の うち,内 国 平 常信(年 賀郵 便 物 及 び選 挙 郵便 物 を 除 く.以 下 同 じ。)

は,108億9,695万4千 通(個)で,対 前 年 度 比5.1%の 増 加,年 賀 郵便 物 は,

22億1,187万7千 通,6.6%の 増 加,選 挙 郵 便 物 は867万4千 通,70.3%の 減
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少,外 国(差 立)郵 便物 は,8,337万1千 通(個),3.7%の 減 少 で あ った。

そ の結 果,国 民1人 当 た り利 用 数 は,前 年 度 よ り4.4通 増 加 して121.4通 と

な った 。 しか し,米 国 の400通 以 上,ス イス な ど欧 州 先 進 諸 国 の200～300通

以 上 と比 較 した場 合,相 当の 隔 た りが あ る。

内国 平 常 信 の年 間 の種 類 別 の動 向 等 に つ い てみ る と,内 国平 常信 は,そ の

約8割 を 占め る第一 種 及 び第 二 種 郵 便物 が料 金 改 定 後1年 を経 過 しそ の 影 響

を脱 した こ と もあ っ て,4月 か ら10月 までは 対 前 年 度 同期 間比 で8.1%増 と

順 調 な 増 加 を示 して いた が,11月 以 降 は,石 油危 機 に 始 ま る物 不 足,物 価 高

騰 等 に よ る社 会 の節 約 ムー ドを反 映 して,著 しい 鈍 化 傾 向 を示 し,同 期 間 中

の増 加 率 はわ ず か1.1%に と ど ま った(第2-1-1表 参 照)。

これ を種 類 別 にみ る と,普 通 通 常 の約52%を 占め る第一 種 は,4月 か ら10

月 まで は7.5%の 増 加 で あ った の が,11月 以 降 で は 逆 に0.2%の 減 少 を 示

し,年 間 で4.3%の 増 加 とな った 。 第一 種 を更 に 定 形 と定 形 外 に 分 け る と,

定 形 の4.4%の 増 加 に 対 し,定 形 外 は3.0%の 増 加 とな っ て い る。 これ は,

定 形外 が定 形 化(小 型 化)の 方 向 に進 ん だた め と推定 され,今 後 も一 層 この

傾 向が 強 ま る もの と考 え られ る。

普 通 通 常 の約36%(47年 度 は約35%)を 占め る第二 種 は,6.5%増 と第一

種 に比 較 しか な り高 い増 加 率 を示 した が,こ れ は,こ こ数 年 来 の傾 向 で,第

一 種 定 形 外 の定 形 化(小 型 化) ,更 に は 第 二 種(軽 量 化)へ の移 行 が 進 ん でい

る こ とのほ か,公 共 料 金 の 自動 振 替 払 込 シス テ ムの普 及 に 伴 う領 収書 等,業

務 用郵 便 の 利 用 増 に よる も ので あ る と考 え られ る。

第三 種 は,第 一 種 と同 じよ うな傾 向 で 推移 し,2.8%増 に と ど ま った 。

第四 種 は,10月 を 除 き,対 前 年 同 月 比 で毎 月減 少 を示 して,年 間 では11。0

弩 の減 少 とな った 。 な か で も,農 産 種 苗 は8年 連 続 して 減 少 して い る。

書 留 通 常 は7.0%増 とか な り高 い 増 加 率 を示 したが,そ の 中 で一 般 書 留 が

5.4%増 で あ るの に対 し,簡 易 書 留 は12.8%増 と高 い 増 加 率 を 示 して い る。

これ は 一 般 書 留 か ら簡 易書 留へ の移 行 に よる ほか,簡 易書 留 自体 の利 用 が 増

大 して い る こ とに よ る もの と考 え られ る。
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第2-1-1表 年間引受郵便物数の推移(単 位;千 通(個))

47年 度 48 年 度

区 別 対前鞭1 対前年度増△減率
物 数 物 数増△減率1 年 間4騙ll需

% % % %
総 計 12,560,384 2.2 13,200,876 5.1 7.9 1.1

内 国 12,473,803 2.5 13,117,505 5.2 8.1 L1

平 常 信 10,369,937 2.4 10,896,954 5.1 8.1 L1

通 常 10,194,079 2.3 10,716,765 5.1 8.1 1.1

普 通 9,618,092 2.4 10,082,943 4.8 7.9 0.7

第 一 種 4,998,254 2.1 5,211,702 4.3 7.5 △0.2

定 形 4,409,225 3.4 4,605,048 4.4 7.6 0.1

定形外 589,029 △6 .7 606,654 3.0 7.0 △2.5

第 二 種 3,404,771 4.1 3,625,386 6.5 9.5 2.5

第 三 種 1,191,955 △0 .9 1,225,284 2.8 5.2 △0.4

外

年

選

小

通

小

書

第 四 種 23,112△O.8

留249,1692.4

普 通 速 達326,818△O,0

普

書

包175,8584.6

通135,9226.8

留

普 通 速達

15,575△6.5

24,3610.8

20,571△11.0△13.3△7.6

266,5857.09.04.4

367,23712.414。010.2

180,1892.55.0△0.5

138,5271.94.4△1.0

15,197△2.40.2△5.5

26,4658,611.65.4

賀2,074,6565.62,211,8776.6

挙

国

常

包

29,210△60.9

86,581△26.0

84,573△26.2

2,008△13.1

8,674△70.3

83,371△3.7△5.7△1.1

81,565△3.6△5.6△0.9

1,806△10.1△10.5△9.4

(注)1.

2.

3.

有料郵便物 と無料郵便物 との合計であ る。

書籍小包は小包の各種類に含めてあ る。

47年5月15日 以降 の沖縄県引受け の郵便物数 を含む。
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普通 速 達 通 常 は12.4%増 と最 近 に おい ては 比較 的高 い増 加 率 を示 した が,

これ は,前 年 度 が0.03%の 減 少 で あ った こ とに も よるが,春 期,年 末 闘争 時

の業 務 運 行 状 況 が 影 響 した もの と考 え られ る。

小包 は4月 に 対 前 年 同 月 比1.2%の 減 少 で あ ったが,5月 以 降 は 増 加 に転

じた。 しか し物 不 足,物 価 高騰 等 に よ る社 会 の節 約 ムー ド,ま た年 末 に おけ

る引受 制 限 の影 響 に よ る12月 の11.0%減 が 大 き く響 き,年 間 で は2.5%の 増

に とど ま った 。 そ の 内 訳 を み る と,書 籍 小 包 が6.6%の 増 とな って い る のに

対 し,一 般 小 包 は2.0%増 に とど ま って い る 。

2郵 便物の地域間交流状況

全国各地で差し出された郵便物がどこにあてられているのだろうか。郵政

省では3年 ごとに郵便物のあて地別調査(全 種別について1日 間調査するも

の)を 行ってお り,最 近では48年10月 に調査 した。これによると,我 が国の

郵便物の地域間交流状況はおおむね次のような傾向を示している。

(1)郵 便物は比較的近距離にあてられたものが多い。

ア.郵 便物全体では,そ の約60%が 引き受けられた都道府県(以 下 「府県」

とい う。)内で配達され,し かもその うちの約3分 の1は 引き受けられた郵

便局(自 局区内)で 配達されている。

また,自 府県あての割合を過去の調査結果 と比較 してみると,徐 々にで

はあるが増大する傾向にあり,郵 便物は比較的近距離にあてられたものが

多いといえる(第2-1-2図 参照)。

しかし,種 類別にみると,第2-1-3表 に示すとお り必ず しも平均 し

てはいない.特 に,普 通速達通常,書 留通常,小 包については,自 府県あ

ての割合がかなり低 く,ま た,自 局区内あての割合が極端に低いのが目立

っている。

イ.各 府県ごとに自府県あての割合をみると,大 都市及びその近接府県は総

じて低い割合を示 し,逆 に地方府県は高い傾向にあ り,そ の傾向は過去の

調査でもほぼ同様である。
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第2-1-2図 自府県及び 自局区 内あ て郵便物数 の割合(郵 便物全体)

34年 度

36年 度

39年 度

、

42年 度 自局区内あて

18.7%

45年度

48年 度

あ て

38,0%

他 府 県 あ

43.3%

全国平均より低い府県は,奈 良(自 府県あての割合37%),東 京(同45

%),埼 玉(同55%),岡 山(同56%),大 阪(同57%),京 都(同58%)の

6府 県である。

一方,自 府県あての割合が高い府県は,北 海道,山 形,高 知など残 りの

41府県で,特 に北海道は86%と 極端に高い割合を示 し,地 域的なまとまり

をみせている。

(2)郵 便物は,自 府県以外では東京都にあてられるもの及び東京都か ら来

るものが多い。

(1)で述べたように,引 受郵便物のあて地及び配達郵便物の引受地は自府県

が約6割 に達 しているが,自 府県以外についてみると,次 のとお り,あ て

地,引 受地ともに東京都が大きなウエイ トを占めている。
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第2-1-3表 自府県及び 自局区 内あ て郵便物数の割合(郵 便物の種類別)

郵 便 物 の 種 類

郵 便 物 全 体

通 常 郵 便 物

第一種定形 ・第二種

第一種定形外

第三種 ・第四種

普通速達通常

書 留 通 常

小 包 郵 便 物

非 速 達 小 包

速 達 小 包

自局区 内あ ての割合

18.7
%

18.9

21.2

11.2

14.6

2.8

5.8

1.7

2.0

0.4

自府県内(含 自局
区 内)あ ての割 合

59.5
%

60,0

64.5

54.3

45.3

34.6

41.0

22.2

23.9

14.3

ア.引 受郵便物の自府県以外のあて地は,第2-1-4表 に示すように,第

一順位が東京都である府県が38府県に達 し,残 り9府 県の第一順位は,近

畿地方の5府 県が大阪府あて,ほ かに神奈川,愛 知,兵 庫,福 岡の各府県

となっている。このうち,神 奈川,愛 知,兵 庫,福 岡,あ てが第一順位と

なっている府県はいずれもそれ らの府県の隣接府県であり,東 京都以外の

各府県の通信圏が地域的に限定 されているとい うことができる。

また,東 京都あてが第一順位 とならなかった府県でも第二順位は必ず東

京都あてとなっており,東 京都のウエイ トがいかに大きいかをうかが うこ

とができる。

第二,第 三順位には,大 阪府及び各府県の近接府県があげられる。

イ,配 達郵便物の自府県以外の引受地をみると,東 京都が第一順位を占める

府県が42府 県にも達し,東 京都のウエイトが更に高いのが目立っている。

特に,神 奈川,埼 玉,千 葉の首都圏3府 県は配達郵便物の40%以 上が東京



第2-1-4表 各府県の引受郵便物の うち他 府県あての第一順位 あて地

＼
＼ 年度

あて先府県 ＼

東 京 都 あ て

大 阪 府 あ て

神奈川県あて

愛 知 県 あ て

兵 庫 県 あ て

愛 媛 県 あ て

佐 賀 県 あ て

福 岡 県 あ て

34

27府 県

(下記以外の県)

ll府 県

滋 賀,京 都,兵

庫,奈 良,和 歌

山,鳥 取,島 根,

徳 島,香 川,愛

媛,高 知

東京

2府 県

岐 阜,三 重

大阪

4府 県

佐賀,長 崎,熊
本,大 分

36

28府 県

(下記以外 の県)

兵

歌

山

愛

,
和

岡

,

都

,

,
川

黙
駕
鷲

-

滋

庫

山

徳

媛

東京

2府 県

岐 阜,三 重

長崎

大本
県
熊

府
駕

3
佐
分

39

28府 県

(下記以外の県)

ll府 県

滋 賀,京 都,兵

庫,奈 良,和 歌

山,徳 島,香 川,

鳥 取,岡 山,愛

媛,高 知

東京

2府 県

岐 阜,三 重

4府 県

佐賀,長 崎,熊
本,大 分

42 45

32府 県

(下記以外 の県)

7府 県

滋賀,京 都,兵

庫,奈 良,和 歌

山,徳 島,香 川

東京

2府 県

岐 阜,三 重

大阪

3府 県

佐賀,長 崎,大
分

38府 県

(下記以外 の県)

4府 県

京都,兵 庫,奈

良,和 歌 山

東京

岐阜

香川

佐賀

48

り
O

38府 県 諮

(下記以外の県)b。

5府 県

滋賀,京 都,兵

庫,奈 良,和 歌

山

東京

岐阜

大阪

佐賀



第2-1-5表 東京から及び東京あての郵便物の推移

＼ 区別

年度＼＼

東京からの郵便物 東京あての郵便物

全国引受物数

①

褐

鵬

対

×

に

①

鋸
⑳②

数物
全国に対す る

物 数 割合
③ ③/① ×100

東京か らの物数
に対 す る割 合

③/② ×玉oo

,千 通 千通 % 一 千 通 % %
3414,917 2,217 14.9 1,147 7.7 51.7

3617,571 2,767 15.7 996 5.7 36.0

3921,290 3,294 ユ5.5 1,586 7.4 48.互

4224,283 3,611 14.9 1,759 7.2 48.7

4527,422 4,406 16.1 2,053 7.5 46.6

4832,238

一

5,416 16.8 2,141 6.6 39.5

(注)1.物 数は1日 の物数である。

2.「 東京か らの郵便 物」 及び 「東京あての郵便物」には東京8東 京 の郵便物は含 まない。

H

ー

Φ
H

l
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都から送られている。

第二順位以下についてはアと同様の傾向を示 している。

このように,東 京都のウエイ トが大きいことは,更 に第2-1-5表 から

も知ることができる。

(3)郵 便物は,東 京都及び大阪府では配達物数より引受物数が多い。

ア.全 種別の郵便物について,府 県ごとに引受物数に対する配達物数の割合

(以下 「配達比率」とい う。)をみると,東 京都及び大阪府は100%を 割 り

配達より引受けが多く,他 の府県はすべて逆に配達が多くなっている(第

2-1-6図 参照)。 東京都についてみると,東 京都あての郵便物に比べ

て東京都からの郵便物の増加率が大 きく,い わゆる下 りの郵便物が上 りよ

り多い傾向が一層強 くなっている(第2-1-5裏 参照)。

配達比率を12大都市(政 令指定都市及び仙台市,広 島市)に ついてみる

と,横 浜,川 崎,北 九州の3市 以外はすべて100%を 下回っている。

イ.配 達比率を郵便物の種類別にみると,種 類により異なった様相をみせて

第2-1-6図 主要府県の引受け及び配達物数(通 常郵便物)

配達物

(万)

10020030040050060ひ70q8009①0

引受物 数1万)

100引 受物数(万)
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第2-1-7図 主要府県の引受け及び配達物数(小 包郵便物)

配達個数
(・下・
1

配60

個50

(.干}40

鹿児髄

愛媛

東京

神奈1/

1020304050'60708D90100110120130140

557810引 受 個 数(干)

引受 個 数(千)

配達物数
(万)

第2-1-8図 主要府県の引受け及び配達物数

(第三種及び第四種郵便物)

埼玉

1千 葉

範 亀 山口

艮野・.宮.崎
福島

和歌山

香.川・熊本
茨域

'三重 島根

1高 知

1・滋賀
'届 取

50

神奈川

愛知

腰

⑳0引 受物数(万)

10引受物数(万)
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いるが,こ の うち代表的なもの,特 異なものを第2-1-6図 ～第2-1

-8図 に示した。

配達 より引受けの多い府県として,東 京都及び大阪府以外に,小 包では

長野,愛 知,京 都が,第 三種及び第四種では奈良が登場 しているが,こ れ

らの府県は,そ れぞれの種類について大 口利用者があるため で あ る。 ま

た,東 京都では第三種及び第四種の配達比率が23%と 極端に低い割合を示

している。

なお,大 阪府では第三種及び第四種について配達が引受けを上回ってい

る。

3郵 便の利用動向

郵便はだれに,ど のような目的で利用されているのだろ うか。郵政省では

48年9月,普 通通常郵便物について全国的な規模で 「郵便利用構造調査」を

実施 したが,調 査結果のあらましは次のとお りである。

(1)業 務用 として差 し出される郵便物が全体の80%を 占めている。

郵便物が,差 出人か らみてその業務に関係するもの(以 下 「業務用」 とい

う。)であるか,そ の業務に関係のないもの(以 下 「私用」 という。)であるか

に分けてみると,80。5%が 業務用であり,私 用は19.5%で ある。44年 に行っ

た類似の調査では,差 出人か らみて業務用が70.9%,私 用が29.1%と なって

第2-1-9表 郵便物 の利用状 況

＼ 受取側

差出側＼ ＼

私 用

業 務 用

計

私 用

17.1
%

39.4

56.5

業 務 用

2,4
%

41.1

43.5

計

19,5
%

80.5

100.0

(注)こ の調査は,調 査対 象郵便 物の受取人又はその代理人がそ の郵便物 の内容を

判別 して アンケー ト票に回答す る方法に よった ものであ る。
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おり,こ の間に郵便利用構造が変動してきている。これは,郵 便物数の増加

が業務用通信の増加に支えられてきたためである。

これを受取人からみて業務用であるか私用であるかを組み合せてみると,

差出人からみて業務用郵便物は,受 取人からみると業務用と私用がそれぞれ

同程度になっているのに対 し,差 出人からみて私用であるものは,そ の90%

が受取人からみても私用となっている。

(2)差 出物数の第一位は卸 ・小売業である。

産業別の差出物数をみると,第2-1-10図 のとおり,卸 ・小売業の差出

しが最 も多 く全体の20.8%を 占め,こ の卸 ・小売業 と印刷 ・出版業,金 融 ・

保険業,サ ービス業の4産 業で全体の約50%を 占めている。

各産業か ら差 し出される郵便物のあて先をみると,各 産業とも平均 して私

人あてが50%程 度を占めているが,農 林水産業,建 設業,製 造業(印 刷 ・出

版を除 く。)の3業 種はその割合が低 くなっている。

また,産 業相互間でみると,印 刷 ・出版業の例外を除いて,同 一産業あて

の割合が高い。

第2-1-10図 差出人 の産業別構成

(単位:%)

私 人

19.5

卸 小 売 業

208

.
業

2

㎜
鰹

金融 ・

保険業

98

叱
業

β

サ
ス
9

運輸
圃諜
71

灘

講)

公務 その他

6.698

(3)郵 便 の利 用 目的 は,ダ イ レ ク トメ ー ル,金 銭 関 係 が それ ぞれ19%で 上

位 を 占め て い る。

郵 便 物 の利 用 目的 をみ る と,全 体 で は,第2-1-11図 の とお り,消 息 ・

各 種 あ い さつ,い わ ゆ る安 否 通 信 は13.7%に す ぎず,ダ イ レク トメ ール,金

銭 関 係 が19%ず つ と最 も多 い 。

これ を差 出 人 か らみ て,業 務 用 及 び私 用別 に み る と,私 用 の場 合 は 消 息 ・

各 種 あ い さつ が54%を 占め て い るが,業 務 用 の場 合は ダ イ レク トメー ・レ(23.8

%),金 銭 関係(21,7%)を 筆 頭 に そ の 利 用 目的 は 多様 で あ る。
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第2-1-11図 郵 便 物 の 利 用 目的

(単位=%)

全 体

クイズな どの応募0.8

物品0.6

差出人か らみて私用

クイズ応募3.9
差 出 人 か らみ て 業務 用

各種 あいさつ3.9

そ の他0.5

申込 照会

など ダ イレクトメール

8.123
.8行事

・会合案内

11.0

新 聞 ・

雑 誌 ・書 籍 金銭 関 係
14.121 .7

そ の他 の

業'務 用通 信

16.9

(4)形 状別には,そ の利用目的は多彩である。

郵便物の形状別にその利用目的を示 したのが第2-1-12図 である。

帯封などの郵便物はその大半が新聞,雑 誌 ・書籍で占められているが,封

筒やはがきについては幅広くいろいろな目的に使われている。

封筒やはがきの利用目的の うち上位のものをみると,① ダイレク トメール

は封筒がより多く使われていること,② はがきは消息 ・各種あいさつ,行 事

・会合案内など比較的簡便な通信に使われていることが特色となっている。

また,金 銭関係については,過 去の類似の調査(44年3月)と 比較 してみ

ると,大 きな動きがある。すなわち,私 人にあてられる業務用郵便物全体に

占める金銭関係郵便物の割合は,44年 には10・4%で あったものが,48年 には
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第2-1-12図 形状別利用 目的
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(単位;%)

封 筒

はがき

全 体 に 占(単位:%)

ダイ レ ク ト
メール

12.8

(22』)

金銭関係

12.2

(21.0)

その 他の
業務 用通信

10.3

(17.7)

消息・各種

あい さつ

72

〔12.4)

行事会合
案内
6.7

(1L6)

申込 ・

照会等

15.2
1(8.9>

め る割合

鍵囎58
・1

〔5噛

/。 。他 ・.・(1,・)

金 銭

6.4

r22.1)

あいさつ

6.3

(21.6)

行 事

5,11(1乳4)

ダイレク

騨申込トメール

5.0

,誌顯(17,2)

29.2

そ の 他0,6(2.0)

その他

新 聞 ・雑 誌・

、聾籍

9,6

(752)

12,7

そ の 他1.8(14.4)

ダイレクトメール1.3(10.4)

(注)()内 は,封 筒,は が き,そ の他をそれぞれ100%と した場合の もの

である。

19.9%に 増 加 し,そ れ を形 状 別 に み る とはが きを 利 用す る も のが 大 幅 に増 え

てい る。 この よ うに 金 銭 関 係 の 郵 便 物,と りわ け 私 人 あ て のは が きが増 加 し

た 理 由 と して,近 年,電 気,ガ ス,水 道,電 話,放 送等 の料 金 を金 融機 関 の

振 替 口座 を 利 用 して支 払 う方 式 が広 く一 般 家 庭 に まで普 及 し,そ れ に伴 う領

収 書,請 求書 等 が 増 加 した こ とが考 え られ る。

第3節 郵便サ ービスの現状

1昭 和48年 度の業務運行

(1)業 務 運 行

48年度の郵便業務運行は,安 定したサービスの確保のための努力にもかか

わらず,前 年度 より円滑を欠 く傾向が強 くなった。従来から,大 都市とその

周辺部を中心とする特定の地域において,一 部の郵便局が とか く業務運行を

乱 しがちではあったが,こ の年度に入ってからは,こ れが慢性化する傾向が
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生ずるとともに,従 来余 り問題のなかった郵便局においても労務事情が新た

な業務運行の混乱につながるヶ一スが多 くなった。すなわち,春 期闘争,そ

れに引き続 く東京での独自闘争,秋 期年末闘争など大きな組合闘争が実施さ

れていた時期に業務運行が大 きく混乱 したのをはじめ,労 使関係の不安定さ

が増大していることを反映 して,郵 便業務繁忙期以外の時期においても一部

の郵便局における能率 ダウンや時間外労働の拒否によって,地 域的に郵便物

の流れが乱れたり,同 一の郵便局の配達区域内で特定の地区のみの配達が極

端に遅延するなどの傾向が顕著になってきた。

特に,年 間を通 じて最大の郵便業務繁忙期である年末期には,全 逓労組が

能率 ダウンや4次 にわたるス トライキなど違法な闘争戦術を行使したため,

短期間に前例のない大量の未処理郵便物が発生す ることとな り,12月10日 に

は,内 務処理段階で約1,400万 通,配 達段階で約2,300万 通の通常郵便物の

滞留となった。また,国 鉄の貨物輸送事情の混乱で小包郵便物の運送が困難

とな り,12月4日 正午から12月6日 までの間,遠 距離あての小包郵便物の引

受けを停止す るなどの緊急措置が とられた。以上の結果,配 達段階で,1日

の平均配達物数(約3,000万 通)の 約3%に 当たる100万 通を超える滞留郵

便物が発生 した 日が年度を通 じて約200日 もあ り,46年10月 に郵便 日数表に

よって公表 した標準送達日数どお りに送達できない郵便物が増加する状況と

なった。

(2)標 準送達速度の一部変更

全国主要都市間の郵便物の翌 日配達を確保す るため,41年10月 から速達郵

便物のほか第一種定形及び第二種郵便物の航空機輸送を行っているが,郵 便

物は午後から夕方にかけて差 し出されるものが多いため,夜 間便も設けて送

達 している。しか し,大 阪国際空港について,航 空機騒音が社会問題化 した

のに対処 し,49年3月1日 から,同 空港には午後10時 から午 前7時 まで の

間,郵 便専用機の発着を行わないこととした。これに伴い従来 この時間帯に

大阪国際空港に発着する郵便専用機によって運送されていた郵便物の送達速

度が,表 にあげるように半 日ない し1日 程度低下することとなった(第2_
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1-13表 参 照)。

第2-1-13表 東京中央郵便局掲出の郵便目数表
(郵便物標準送達所要日数表)

あ て 地 ・ 数1あ ・ 地1・ 数 あ て 地 ・ 数

東 京 都

都 内 各 区h-・

都 下 各 市11-・

近 県

(神奈川)

横 浜 市1～2

川 崎 司1-・

横 須 賀 市1～2

相 模 原 司1-・

藤 沢 市ll-・

平 塚 市1～2

小 田 原 市1～2

鎌 倉 司1-・

茅 ケ 崎 市1～2

厚 木 市1～2

大 和 司1-・

(埼玉)

浦 和 市1～2

大 宮 司1-・

ーーノ 口 市1～2

熊 谷 市 レ ー・

川 越 市1～2

越 谷 司1-・

所 沢 市 巨 一・

草 加 市11-・

上 尾 市1～2

秩 父 市1～2

(千葉)

千 葉 剃1-・

市 原 市 レ ー・

船 橋 市1～2

市 川 市D-・

松 戸 司1-・

柏 市1～2

銚 子 市1～2

館 山 司1-・

木 更 津 司1-・

(茨城)

水 戸 市1～2

日 立 市1～2

土 浦 市1～2

(栃木)

宇 都 宮 司1-・

足 利 剃1-・

小 山 司1-・

(群馬)

前 橋 司1-・

高 崎 司1-・

桐 生 司1～ ・

(山梨)

甲 府 市1～2

富 士 吉 ・ 市 巨 一・

そ の 他

(北海道)

札 幌 市 レ ー・

函 館 司 ・一・

釧 路 司 ・一・

旭 川 市 レ ー・

(東北)

青 森 市1・ 一・

八 戸 司 ・一・

盛 岡 市ll-・

秋 ・ 司1-・

山 形 司1-・

仙 台 司1-・

福 島 市1～2

い わ き 司1-・

郡 山 市D-・
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あ て 地 ・ 数 あ て 地P糾 あ て 地1・ 数

趨信

潟新

岡
壷

本

長

長

松

園㏄

山富

岡高

沢金

井福

渤練

岡静

松浜

津沼

屋古名

橋豊

阜岐

市1～2

市1～2

市1～2

市1～2

2～1市

3㍗青

2～1市

2～市

市1～2

市1～2

市レ ー・

市 レ ー・

市11-・

司1-・

津 市1 1～2 山 口 市 2～3

四 ・ 市 司 1～2 (四国)
I

l(近 畿) 1 高 松 司 2～3

大 津 市1 2～3 徳 島 市 2～3

京 都 市 【 2～3 松 山 市 2～3

大 阪 剣 2～3 新 居 浜 市 2～3

堺 市 2～3 高 知 市 2～3

東 大 阪 司 2～3 (九州)

神 戸 司 2～3 福 岡 市 2～3

姫 路 市 2～3 北 九 州 司 2～3

奈 良 市1 2～3 佐 賀 司 2～3

和 歌 山 市 2～3 大 分 市 2～3

(中国) 熊 本 市 2～3

鳥 取 市1 2～3 長 崎 市 2～3

岡 山 司 2～3 佐 世 保 市 2～3

松 江 司 2～3 宮 崎 市 2～3

広 島 司 2～3 鹿 児 島 市 2～3

(注)口 内は,1日 遅 くな った ものを示す。

(3)年 始の休配

49年 の年始には,元 旦に約17億 通,全 体で約22億 通の年賀郵便物を配達 し

たが,例 年と特に異なった点は,1月2日 にはじめて配達の休止を実施 した

ことである。これは従来から年末年始には大量の年賀郵便物を扱 うため,郵

便関係職員は原則としてこの繁忙のピークを過ぎてから休暇を与えられてい

たのであるが,か ねてから年始には休みたい という職員の希望 が あ り,ま

た,元 旦には全体の80%近 い年賀郵便物を配達す ることができ,一 般郵便物

は年間を通 じて最も少ない時期であるので,利 用者に与える影響は比較的少
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ないものと認められる等のことから実施に踏み切ったものである。

この結果,1月3日 以降の処理に相当の負担が生 じ,休 配の影響がほぼ解

消したのは7日 ごろとなった。

(4)郵 便物不着等の事故申告の状況

郵便物の不着,内 容品亡失,不 法開ひ,誤 配達及び遅延に関 し利用者から

申出があった場合は,郵 便物事故申告処理制度により迅速に関係郵便局等を

第2-1-14表 郵便物事故申告受付件数等

＼ 一

区 別

年 度
46

申 告 受 付 件 数

件

94,779

(lOO)

47 48

件 件

92,050112,316

(97)(工19)

事 故 の
種類別内訳

郵便 物 の
種類別内訳

不 着 89,37686,595106,410
(94%)(94%)(95%)

品
失

容内
亡

4,483
(5%)

4,644
(5%)

4,744
(4%)

そ の 他
920

(1%)
811

(1%)
1,162
(1%)

普通通常
37,35038,32339,452
(39%)(42%)(35%)

書留通常
31,002
(33%)

28,423
(31%)

35,740
(32%)

普通小包
21,4692[,17630,908
(23%)(23%)(27%)

書留小包
4,958
(5%)

4,1286,216

(4%)1(6%)

解 決 件 数(解決率) 64,35960,163
(68%)(65%)

81,399
(72%)

備 考

()は46年 度 を
100と した指数

()は 各年度 ごと
の構成比

()は 各年度 ごと
の構成比

()は 各年度 ごと
の解決率

(注)普 通通常,普 通小包にはそれぞれ普通速達を含み,書 留通常,書 留小包 には

それぞれ書留速達を含 む。
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調査の上,そ の結果を利用者に知らせるとともに,規 定に従って損害賠償等

の措置を行っている。

48年 度における申告受付件数は11万2,316件 で,前 年度に比べ2万266件

(22%)増 加した。増加率の大 きかった主な原因は,労 働組合の長期にわた

る激しい闘争により業務運行が著 しく混乱 したためと思われる。ちなみに,

申告受付件数を内国郵便物の引受物数に対比すると,11万6,800通 につき1

件の割合となっている。

申告の内訳をみると,事 故の種類別では,「 不着」が全体の95%を 占めて

いる。また,郵 便物の種類別では,「 普通通常」が全体の35%と 最も多 く,

以下 「書留通常」(32%),「 普通小包」(27%)と 続 き,「 書留小包」に対す

るものが6%と 最 も少ない。

なお,解 決件数の中には受取人に異常なく配達済み,差 出人の差出漏れな

ど利用者側の思い違いによるもの,あ て名の不記載や包装が不完全なために

よる配達不能のものが含まれている。

2集 配 サー ビス

(1)ポ ス トの設 置状 況

ポ ス トの設 置 数 は48年 度 末 で13万3,551本 とな っ て い る 。 ポ ス ト1本 当た

り人 口及 び面 積 は 第2-1-15表 の とお りで あ る。

毎 年,都 市 周 辺部 な どの地 況 の発 展 に応 じて,ポ ス トを設 置 して きて い る

第2-1-15表 郵便 ポス ト普及状 況

年度末

区別

4

5

6

7

8

4

4

4

4

4

郵便 ポス ト

数

本
124,780

126,752

128,621

131,746

133,551

人 口

千 人
102,536

103,720

105,014

107,332

108,710

1本 当た り

人 口

人

822

818

816

815

814

1本 当た り

面 積

㎞2

2.97

2.92

2.88

2.87

2。83

千 人当た り
ポ ス ト数

本

1.22

1,22

1.22

!.23

1.23
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ため,普 及度は逐年向上 しているが,最 近の郵便の利用状況は別後納郵便物

の増加に比べて,切 手ちょう付の郵便物が鈍化の傾向にあり,ポ ス ト1本 当

たりの投入郵便物数は,逆 に減少している状況にある。

なお,48年 度における約3,000本 の増設は,そ の75%が 郵便物の差出量の

多い中都市以上の都市及び周辺部に重点的に実施されている。

(2)取 集 度 数

ポス トに投入 された郵便物及び無集配局の窓口に差し出された郵便物の取

集作業には郵便物の配達作業を行いながら実施する形態と,配 達作業と分離

して単独に実施する形態 とがある。

前者の場合は,主 として通信力の比較的低い地域が対象となって い るた

め,取 集度数 も1日1度 となっているが,後 者の場合は,通 信力の比較的高

い地域が対象となっているため,配 達区とは別に単独の取集区を設定 してお

り,取 集度数は郵便物の多少により1度 から5度 までの間で定めている。

取集度数別の取集区数は第2-1-16表 のとおりであるが,取 集区域は作

業の効率化のため,該 当の郵便局の受持配達区域と合致 しない場合がある。

第2-1-16表 取集度数別の取集区数
＼

度 数

年度末
ヒ＼

1

2

3

4

5

計

46

区

1,088

3,101

489

1,143

214

47 48

区

1,109

3,151

504

1,155

216

区

1,122

3,165

498

1,173

220

6,035 6,135 6,178

46年度末から48年度末までの間に143区 増加しているが,取 集度数1～2

度区においては,配 達作業と同時に行っていた取集作業を分離したものであ

り,3度 区以上については,中 都市以上の地域において,取 集郵便物数の増
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加に伴い,増 区したものである。

なお,取 集物数の多い都市では軽四輪車を使用するほか,運 送業者に郵便

専用自動車による取集作業を委託し,取 集度数 も3度 以上 となっている。

(3)配 達 度 数

郵便物の配達作業は,配 達すべ き郵便物数 と配達箇所数を考慮して,1日

につき1人 が分担できる区画に分割して行っている。 この区画を配達区とい

い,48年 度末において,全 国4万9,134区 となっている。通常郵便物を1日

に配達す る度数別の配達区数は第2-1-17表 のとお りである。

第2-1-17表 郵便配達区画の状況

(48年度末現在)

区 別

達配

,

,

度

度

度

1

2

3

十
「言
口

配 達 区

区 数 構 成割 合

区

26,278

22,738

118

%
53,5

46.3

0.2

49,134 100.0

配 達 箇 所

箇 所 数 陣 成割合

%万 箇 所

1,221

1,775

10

3,006

4Q.6

59.1

0.3

100.0

郵便物の増加,職 住分離及び核家族化の進行等に伴 う配達地域の拡大,配

達箇所数の増加などによって,48年 度 に お い て,配 達区は773区 増加 した

が,こ の増加は,主 として大都市及びその周辺部の発展地域を対象 としたも

ので,過 疎地域における配達区を併合するなどして再編成 し,そ れによって

減じた配達区を発展地域の配達区へ組み替えている。また,第2-1-17表

のとおり,2度 以上の配達区数が約半数を占め,多 大の労働力を必要として

いるところから,48年12月 における郵政審議会の答申は 「労働力の効率的活

用をはか り,経 済的な業務運行を維持するために も,配 達度数を1日1度 と

す ることについて,具 体的に取 り組むべきである」としている。

(4)辺 地 集 配

特に交通困難のため,直 接集配を実施できない地域については,郵 便規則
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第85条 を適用して,周 年又は期間を限って郵便物を郵便局の窓口において交

付 し,あ るいは,郵 便局長の指定する場所に設置された集合郵便受箱に配達

する方法をとっている。

最近における郵便規則第85条 適用地の推移は第2-1-18表 のとお りであ

る。

第2-1-18表 郵便規則第85条 適用地 の推移

(単位:世 帯)

＼

区 別

年度末

'＼

郵便 局 の 窓 口 交 付

集合 郵便 受 箱 配 達

計

44

7,933

2,865

10,798

45

7,749

2,878

10,627

46 47

7,462

3,099

10,561

7,232

3,193

10,425

48

7,330

3,165

10,495

(5)集 配作業環境の改善

集配作業は郵便物の処理の最初と最後の作業であって,郵 便物の送達速度

及び利用者の郵便に対する信用度合いに大 きな影響を有しており,最 も重要

な部門である。これに従事している職員数は,郵 便事業全体の約60%を 占め

て1.・る。しかし,そ の作業環境は,高 層ビルの増加,地 番の混乱のままの住

宅の増加及び交通難の激化などにより次第に悪化しており,円 滑に集配サー

ビスを提供するためには,利 用者の協力を得て作業環境の改善を図る必要が

ある。これ までの改善の状況は次のとお りである。

第一に,都 市における高層ビルの増加に伴 う配達作業難を解消するため,

集合郵便受箱の設置が義務化されていないピル(エ レベーターの設備のある

ビル)に ついても集合郵便受箱設置等の勧奨を推進してきた。48年 度におい

てはこれらのビルの うち約1万6千 とうに集合郵便受箱が設置された。しか

し,こ れらのビルは年々増加しており,48年 度末において全とう数 の4.8%

に当たる約700と うに集合郵便受箱の設置が行われていない。

第二に,配 達郵便物の安全保護及び配達作業の能率化を図るため,一 般の

郵便受箱の設置について,利 用者の協力を求めてきたところであるが,48年
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度においては,約100万 箇所に新たな郵便受箱の設置が行われ,48年 度末現

在で,全 配達対象箇所約2,841万 箇所のうち約77%に 当たる約2,199万 箇所

の設置協力が得られた。

第三に,地 番等の混乱に伴 う配達作業難を解消す るため,関 係機関と協力

して新住居表示制度の実施促進の方策を講 じてきたところであるが,48年9

月末現在における新住居表示制度実施の進ちょく状況は,地 方 自治体の実施

計画世帯数約1,420万 世帯に対 し,実 施済み世帯数は約956万 世 帯 と67%

(全世帯の30%)で ある。これを前年同期 と比較す ると実施済み世帯数は約

64万世帯の増加にすぎず,実 施地域の拡大は伸び悩みの状況にある。

第4節 郵便施設の現状

1郵 便 局

(1)郵 便 局 数

48年度末現在と47年度末現在の郵便局数を比較すると,第2-1-19表 の

とお りである。

郵便局の数は前年度末現在に比べ271局 増加 しているが,こ れ は 主 と し

て,地 況の発展又は利用者サービスの向上のために集配普通郵便局2局,無

集配特定郵便局185局 及び簡易郵便局117局 の新設が行われたことによるも

のである。

また,人 口1万 人当たり及び面積10km2当 た り郵便局数の年度別推移は第

2-1-20表 のとお りである。

(2)郵 便局舎の改善

48年度末現在における普通郵便局の局舎総面積は261万1,803m2で あり,

48年度においては47年 度に比して14万3,721m2,5.8%の 局舎面積の増加が

図られた。

最近5年 間における普通郵便局の局舎面積の増加と普通郵便局の定員の増

加を比較すると第2-1-21表 のとお りである。これによると,44年 度 を



第2-1-19表 郵 便 局 数 の 推 移

普 通 郵 便 局 特 定 郵 便 局

区 別 総 計
計 集配局 無集配局 集中局 鉄 道 船舶内

郵便局 郵便局 計 集配局1無集配局
簡易郵便局

47年 度 閉8 閉2 閉2 閉6

定9 定6 定6 定3

21,408 1,097 1,035 42 4 14 2 16,641 4,730 11,911 3,670

対 前 年 度 閉△2 閉△1 閉△1 閉△1

定0 定△1 定△1 定1

増 △ 減 数 432 25 22 2 1 291 55 236 ll6

48年 度 閉10

定9

21,6791,1061,045

対 前 年 度 閉2

増 △ 減 数

定0

271 9

41

10△1

4 14

閉1

定5

閉1閉

定5定

216,8104,71112,099

閉△1

定△1

閉△1

9

4

3,763

閉3

定△1定1

169△19188 93

ド
椰

(注)1.局 数は年度末現在数である。

2.「 定」は定期開設局,「 閉」は閉鎖中の局でいずれ も再掲である。

一
〇
『
1
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第2-1-20表 郵便局普及状況の推移

∵1
44

45

46

47

48

郵 便 局 数

局

20,374

20,643

20,976

21,408

21,679

人 口

千 人

102,536

103,720

105,014

107,332

108,710

人 口1万 人当
た り 局 数

局

1.99

1.99

2.00

1.99

1.99

面積 皇o㎞2当
た り 局 数

局

0.55

0,56

0.57

O.57

0.57

100と した場合,48年 度では定員は107で あるが,局 舎面積は127で あ り,

局舎面積の増加が定員の増加を上回っている。このように総体 としての局舎

事情は次第に好転 してきているといえるが,個 別的にみると大都市及びその

周辺部を中心に改善を要する局舎がなお相当数存在 している。 また,年 末年

始において多量に差 し出される贈答用小包や年賀はがきを処理するために要

する仮設局舎の建設等の状況は第2-1-21表 のとお り年々増加傾向にある

が,都 市部における用地の確保難等もあ り,仮 設局舎の確保が次第に困難に

なりつつある。

したがって,今 後これらの局舎については,着 実に増加す ることが予想さ

れる郵便物を効率的かつ円滑に処理 し,時 代の進展に対応したサービスを確

保するために局舎の改善を図っていくことが必要な状況にある。

特定郵便局の局舎については,48年 度において493局 の改善が 実 施 され

た。これは,47年 度459局 に比べ7.4%の 増である。

2郵 便集配施設

(1)郵 便集配作業用車両

郵便集配用車両としては,集 配作業を能率化す るため主として軽四輪車,

自動二輪車を使用 してお り,第2-1-22表 のとおり,こ れ ら車両類の増備

を図っている。



第2-1-21表 年度別普通郵便局局舎改善状 況

44

45

46

47

48

全国普通郵便局

総 局 数

局
1,035

1,051

1,072

1,097

1,106

指 数
100

102

104

106

107

全国普通郵便局

局 舎 総 面 積

血2

2,059,605

2,161,330

2,302,934

2,468,082

2,611,803

指 数
100

105

112

120

127

普 通 郵 便 局

局舎改善局数

35

21

34

35

66

局

全国普通郵便局

総 定 員

人

133,568

135,499

137,843

140,533

143,147

指 数
100

101

103

105

107

普 通 郵 便 局

1局当たり平均

面 積

m2

1,990

2,056

2,148

2,250

2,361

指 数
100

103

108

113

119

年末年始郵便業務

繁忙期における仮

設局舎等総面積

m2

123,400

121,648

140,102

139,012

149,987

指 数
100

99

114

H

113

122

H
O
㊤
ー
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第2-1-22表 郵便集配作業用車両の配 備状況

(単位:両)

年度末

区 別

4

5

6

7

8

4

4

4

4

4

配 備 車 両 数

自 動 二 輪 車 軽 四 輪 車 計

35,486

38,136

39,565

42,204

44,588

2,227

2,462

2,742

3,050

3,296

37,713

40,598

42,307

45,254

47,884

48年度末現在で全国の配備両数は,軽 四輪車3,296両,自 動 二 輪 車4万

4,588両 の計4万7,884両 となっている。

(2)集 配作業の外部委託

ア.取 集 関 係

差出物数の多い地域に所在する郵便局においては,配 達作業と分離 した取
　

集作業を単独に実施 しているが,そ のうち大都市を中心に中都市以上に所在

する郵便局の取集区については取集作業の効率化を図るため,運 送業者等に

委託 して取集作業を郵便専用自動車で実施 している。

48年度末で全国の取集区数6,178区 のうち22.4%に 当たる1,384区 につい

ては運送業者等に委託しているが,今 後 とも郵便物の多い取集区を対象に引

き続き拡大していくこととしている。

イ。辺地,離 島の集配関係

辺地,離 島においては,1日 の配達物数,取 集物数 ともきん少にかかわら

ず,地 況,交 通事情等の関係から集配作業に比較的長時間を要 して い るの

で,効 率化を図るためこれ らの地域における集 配 作 業を民間に委託 してい

る。



第1章 郵 便 一111一

3郵 便輸送施設

(1)郵 便輸送施設の推移

郵便局と郵便局との間の郵便物の輸送は遠距離地間は主として航空機 と鉄

道によって,近 距離又は大都市内は主 として自動車によって行わ れ て い る

が,近 年,国 鉄線については旅客輸送と荷物輸送とを分離する輸送形態への

変更や荷物輸送を自動車輸送に切 り替える等の合理化施策が推進されつつあ

り,こ れに伴い郵便輸送も鉄道便から自動車輸送へと次第に移行 しつ つ あ

第2-1-23表 郵便の輸送施設の推移(延 べキロ程)

(単位:㎞)

区 別＼ 、 計
年度末 ＼_

34

39

44

48

378,596
(100)

431,546
(114)

517,918
(137)

677,569
(179)

鉄 道

163,046
(100)

167,918
(103)

192,048
(118)

242,365
(149)

自 動 車

128,851
(100)

152,105
(118)

183,726
(143)

230,009
(179)

航 空

36,513
(100)

67,754
(186)

103,946
(285)

165,546
(453)

船 舶

16,975
(100)

17,923
(iO6)

18,428
(109)

26,741
(158)

道 路

33,211
(100)

25,846
(78)

19,770
(60)

12,908
(39)

(注)1.34年 度及び39年 度末 の道路欄には索 道の延ベ キロ程が,そ れぞれ63㎞ 及

び27㎞ 含 まれ ている。

2.()内 は34年 度末 を100と した指数 である。

第2-1-24表 専用 自動車線路 の推移

区 別

40年10月

45年IO月

48年10月

線 路 数

1,028

1,161

1,367

1日 当た り延ベキ
ロ程

㎞

92,792

121,023

162,575

1線路平 均キ ロ程

㎞

90

104

119
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る。

第2-1-23表 は郵便の輸送施設の推移をみるために延べキ ロ程を示 した

ものであ り,ま た,第2-1-24表 は自動車線路の増加状況と線路の長距離

化傾向を示 したものである。

今後もこの国鉄の施策拡大 とともに,一 方,高 速道路をはじめとする自動

車網の整備拡充も図られるので,自 動車による郵便輸送の分野は更に拡大 し

てい くこととなろ う。

また,最 近までの航空機の高速,大 型化 と空港の整備拡充も目覚 ましいも

のがあり,郵 便送達速度の向上 と安定を図るため,高 速輸送機関 としての航

空機による郵便輸送の拡大 も進められてきている。

(2)郵 便輸送施設の主な開廃

ア.航 空 輸 送

航空機による郵便物の輸送は遠隔地問の郵便物の送達速度の向上に大 きな

役割を果たしてきたところであるが,近 年大阪国際空港における航空機騒音

が社会問題化 し,同 空港に発着す る郵便専用機の深夜の運航については代替

輸送手段を考慮し段階的に解消することとしていた。

このため,郵 便専用機に代わ り得 る郵便物の輸送方法について,国 鉄新幹

線の利用その他について検討を重ねてきたが,現 在のところ,従 前の郵便物

の送達速度を維持できる適当な代替輸送手段を見出す ことができないと判断

し,49年3月 から大阪国際空港に発着す る郵便専用機の発着時刻を同空港の

規制時間(22時 から7時 まで)外 とするほか,早 朝及び最終の旅客機による

輸送を行 うこととするとともに,一 部,高 速道専用自動車便の増強,鉄 道便

への振替輸送等を行った。

イ.鉄 道 輸 送

国鉄の施策変更を受けて次のとお り施設の変更を行ったほか,郵 便物の送

達速度の向上,安 定を図るため貨車便(7便)の 廃止とコンテナ便(22便)

の増強を実施 した。

(ア)柏 崎 ・新潟線の鉄道荷扱廃止及び松阪 ・鳥羽間の気動車化に伴い,そ
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の区間の鉄道郵便輸送を廃止 し専用自動車によることとした。

(イ)亀 山 ・大阪線の客荷分離による鉄道郵便車の荷物専用列車への連結替

え及び直江津 ・新潟間の郵便車施設の変更に伴い,専 用自動車便を含めた

施設調整を行った。

ウ.自 動車輸送

国鉄のダイヤ改正及び航空 ダイヤ改正に伴い上記のとおり専用自動車便を

増強 したほか,バ スのワンマン化等によるバス託送難の救済と郵便物の送達

速度の安定等を図るため,専 用自動車便の増強等を行った。すなわち,千 葉

県西北部地域については,従 来東京から各郵便局立ち寄 りの比較的長い自動

車便によっていたが,輸 送効率を高め郵便物の送達速度の安定を図るため,

市川,千 葉両局を中継基地 とする自動車輸送網に編成替えした。その他福岡

県筑豊地域,久 留米地域についても同様趣旨から自動車線路の再編成を行っ

た。

(3)今 後の郵便輪送

各種輸送機関の近代化に対応 し,今 後の郵便輸送網は拠点局相互間を結ぶ

「拠点間輸送」 と拠点局を核とする 「地域内輸送」とに分離され,拠 点間輸

送では遠隔地間は航空機,鉄 道及び船舶が,近 距離は自動車輸送が主力とな

り,地 域内輸送は自動車輸送がその主体 となるであろ う。更に自動車による

輸送は有効 ダイヤの設定が容易であり,長 距離高速道路の整備いかんによっ

ては長距離区間にまで拡大されよう。

また,コ ンテナ,パ レットの使用やカーフェリーの利用により荷役作業の

省力化を行 うとともに輸送時間の短縮を図ってい く必要がある。

4郵 便作業の機械化

郵便の作業は,そ の性質上人力に依存する度合いが高い。特に局外作業に

っいては機動車や自動車により運搬作業の能率化を図ることができても,ポ

ス トから郵便物を取 り集めた り各戸ごとに配達する作業自体を機械化するこ

とにょって能率化を図ることは難しい。したがって郵便作業の機械化は,最
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近の技術の発達とともに局内作業を中心 として行われており,省 力化が図ら

れている。

(1)引 受け ・区分

ポス ト等から取 り集めた郵便物を形状により選別 した り,取 りそ ろ え た

り,切 手を消印した り,あ て先別に区分け した りする作業は,郵 便物の形状

が多種多様であったこと等から機械化になじみにくいものとして人力に依存

してきたが,41年 に創設した定形郵便物の制度 と43年から実施された郵便番

号制により郵便物の形状とあて先についての情報表示が規格化されるととも

に,科 学技術の飛躍的な発展に支えられ42年 ～43年 の間においてこの分野の

機械化に成功 した。

機械化の内容は,ポ ス ト等か ら取 り集められた郵便物のうち手紙やはがき

等の形の整った郵便物を自動的に選別 し,切 手の位置に合わせ上下,表 裏を

取 りそろえ,1時 間に2万5千 通のスピー ドで切手類を消印し,速 達,普 通

の扱い別に集積する 「郵便物自動選別取揃押印機」とこれらの郵便物を1時

聞に2万2千 通のスピー ドで100な い し150方 面に区分する 「郵便番号自動

読取区分機」であ り,更 にその後これら両機種の自動連結にも成功 し,郵 便

物の選別,取 りそろえ,押 印から区分 まで一貫した機械処理を行えるように

なった。

これらの機械類については,43年 以降全国主要郵便局を対象に 配 備 を進

め,48年 度においても 「郵便物 自動選別取揃押印機」は14局 に14台 ,「 郵便

番号自動読取区分機」は10局 に10台,ま た両機種の 「自動連結機」は11局に

12台の増備を行った結果,48年 度末現在の全国総配備台数は 「郵便物 自動選

別取揃押印機」は74局 に91台,「 郵便番号自動読取区分機」は52局 に81台,

また両機の 「自動連結機」は29局 に37台 に達 している。また機械の性能面に

ついても逐次改良を加えてきた結果,郵 便番号自動読取区分機の区分率(番

号記載郵便物に対する区分処理率)も 最近では90%以 上に向上 した。

しか しながら,こ れらの機械を配備することにより郵便物処理の効率化を

図ることのできる郵便局は,取 扱量の多い大都市等に所在する主要局に限ら
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れ,現 在機械により処理 している郵便物 も1日 の全国総引受物数に対 し20%

にすぎない。今後更にこの面の機械化を推進 していくためには,で きるだけ

郵便物を集中し機械処理を可能にしていくシステムを取り入れる必 要 が あ

る。

(2)機 械化局の設置

郵便利用の集中する東京,大 阪の両都市内における処理の円滑化を図るた

め,小 包や大型通常郵便物等かさ高のものを別々に集中して処理する専門局

を4局(東 京;小 包集中局2局,通 常集中局1局,大 阪;小 包集中局1局)

設け,同 一種類の郵便物のみを取 り扱うという特殊性を生かし,局 内全般に

わた り徹底した搬送,区 分作業の機械化を行い効果をあげている。 また,特

に取扱物数の多い主要局に対しても取扱内容に応 じ搬送及び小包区分関係を

中心に大型の各種機械を取 り入れてお り,機 械化局は18局 となっている。48

年度に新設又は新築された郵便局のうち浜松西,日 本橋,金 沢中央,仙 台中

央の各郵便局には最新の技術を取 り入れた各種新鋭機を設備している。

(3)そ の他の機械化

局内作業としては,以 上に述べたもののほか,窓 口事務や作業工程に従っ

て行 う必要のある郵便物の受渡 し,物 数検査,記 録書の作成等多くの作業が

ある。

これらの分野についてもできる限 り省力化を図るため,そ の作業に応 じた

機器類の開発を進めており,47年 度までに実用化 したものに 「定形用配達証

作成機」「書状自動押印機」「郵便物は束機」及び 「郵便物計数器」が,ま た

窓口事務関係として 「郵便料金計器」「別納料金受領証作成機」「郵便切手発

売機」及び 「郵便はがき発売機」等がある。48年度においては,記 録を主 と

した証拠書類作成とい う単純作業の機械化に力を注いだ結果,書 留通常郵便

物のすべてについて,配 達証を作成する 「配達証作成機」,定 形書留郵便物

の配達証作成と送達証の作成を兼用できる 「配達証送達証作成機」の実用化

(いずれ も郵便物の表面を転写し所要の書類を作成するもの)に 成功し,全

国主要郵便局を対象に前者については33局 に,後 者については26局 にそれぞ
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れ1台 ずつ配備 した。 これにより従来手作業により相当の手数を要 していた

書留通常郵便物の配達局段階及び中継局段階における証拠書類の作成事務が

機械化されたわけで,こ の面の省力化に成果をあげている。

5要 員

48年度の郵便事業定員は総人員13万1,816人 で,そ の うち 内勤 者 は5万

7,707人(44%),外 勤者は7万4,109人(56%)で ある。前年度と比較する

と内勤者は569人,外 勤者は1,052人 それぞれ増加している。都市化の進展

とともに大都市及びその周辺部における郵便物の増加が著 しく,増 員のほと

んどはこれらの地域にあてられている。

最近5年 間の郵便物数の増加と定員の伸びを比較す ると第2-1-25表 の

とおりである。これによると,44年 度を100と した場合,48年 度 に お い て

は,郵 便物数は119,定 員は106で あって,郵 便物数が増加 したほどには定

員は増加 していない。郵便事業は人力依存度が極めて高いので,集 配運送施

設の改善,作 業の機械化,合 理化等を進めて,要 員の節減を図る努力をして

いる(第2-1-26表)。

郵便の取扱事務量は,日 又は月により極めて波動性が大 きいが,こ れにつ

第2-1-25表 郵便物数と郵便業務定員の推移

年 度
44

区 別 、_

45 46 47 48

内勤者

者勤外

計

定

員

人

54,503

(100)

人

55,433

(102)

人

56,065

(103)

人

57,138

(105)

人

57,707

(lo6)

69,582
(10Q)

70,465
(101)

71,913
(lo3)

73,057
(lo5)

74,109
(107)

計
124,085125,898127,978130,195
(100)(101)(103)(105)

131,816
(106)

百万通 百万通 百万通 百万通 百万通
郵 便 物 数1と111111溜1そ1子llIl榴ll1子81

(注)()内 は44年 度を100と した指数であ る。
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(単位:人)

讐＼
＼
囲
業務量増に よる増員

合 理 化 に よ る 減 員

内

訳

輸 送 施 設 改 善

集 配 施 設 改 善

自動二輪車等の配備

局内作業の機械化

差 引 増 減

44

i,332

54

10

8

1

3

1,278

45

2,040

327

7

11

36

273

1,713

46 47

副1・ 　

410

21

16

96

277

1,990

297

7

11

162

117

1,548

48

1,730

209

5

11

129

64

1,521

いては職員の時間外労働あるいは臨時職員の雇用により対処している。

また,大 都市及びその周辺部では雇用難が著しいため主婦,学 生等の労働

力を活用した り,小 包配達の民間委託を試行 している。

なお,48年 度において職員の時間外労働は延べ1,687万 時間,臨 時職員の

雇用は延べ334万 人に達している。

第5節 事業財政の現状

最近における郵便事業の収支状況は,第2-1-27表 のとおりである。

事業経営に必要な経費のなかで人件費関係経費の占める割合が極めて高い

ため,近 年における人件費の高騰は,郵 便事業財政を著しく圧迫 している。

48年度においては,46年 度14.7%,47年 度13.5%と,高 率の賃金上昇が引

き続いたことなどにより,当 初から133億 円の赤字予算を編成せざるを得な

い事態とな り,こ れについては,持 越現金の充当により対処することとした

が,更 に,48年 度における賃金上昇が17.5%と 大幅なものになったことによ

って年度決算において250億 円の赤字 となり,財 政事情は一層ひっ迫の度を
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第2-1-27表 郵便事業 の収支状 況

(単位:億 円)

∴圃 ∴ト≒
収

支

郵 便 業 務

そ の 他 雑

人

物

件

件

収 支 差

入

入

入

出

費

費

額

収

収

2,946

2,742

204

3,038

2,193

845

△92

47

決 算

3,599

3β21

278

3,564

2,583

981

35

48

決 算

3,814

3,490

324

4,064

2,927

1,137

△250

49

予 算

4,174

3,801

373

4,870

3,370

1,500

△696

(注)こ の数字は,郵 政事業特別会計の収支のうち郵便事業に係る部分を集計した

ものである。

加え,事 業経営は極めて憂慮すべき事態となった。

なお,郵 便物数,郵 便業務収入及び郵便業務費の推移(30～48年 度)は 第

2-1-28図 のとおりである。

このような事業財政の悪化に対処するため,48年10月,郵 政大臣から郵政

審議会に対し 「郵便事業の健全な経営を維持する方策について」諮問が行わ

れ,同 年12月,同 審議会から大臣へ答申がなされた。その答申においては,

「近年の賃金高騰などにより事業財政がひっ迫の度を加え,こ のまま推移す

ると,事 業経営は危機にひんす る状況にあると認め,ま た,事 業収支の不足

額は,郵 便事業にとって少なか らざるものであり,か つ,労 働集約的な郵便

事業の特質もあって,各 種の合理化施策によっても,短 時 日に効果的にその

不足額を償 う方策はないと認めた。一方,利 用者負担の原則をはなれた事業

収支改善の方途は,一 時的な糊塗策にすぎず,ま た,企 業の利用が圧倒的部

分を占める最近の郵便利用の実態などからみても,適 切な ものではないと判

断した。加えて,今 日の諸情勢の下においては,現 行料金のまますえ置 ぐな

らば,近 い将来において大幅な値上げを余儀なくされるなど,か えって国民
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第2-1-28図 年度別郵便物数,郵 便業務 収入 及び郵便業務 費の推 移
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(注)各 年度 の数字 は昭和30年 度を100と した場合 の指数であ る。

に大きな迷惑をかけ,そ の措置いかんでは,健 全な経営を維持することを一

層困難にするものと思われる。以上総合的に勘案 した結果,事 業収支の改善

をはかるためには,こ の際郵便料金を改正することが適当である。」 として,

具体的料金改正案が提起された。

しかしなが ら,た またま,石 油危機に端を発した資源不足や物価高などを

背景とした政府の公共料金抑制策の一環として,小 包料金を除いては料金改

正を織 り込まないこととして,49年 度予算の編成を行ったため,49年 度にお
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第2-1-29表 郵政事業 の人件費上昇率 及び給与べ 一スの推 移

＼で 別

年度 ＼

44

45

46

47

48

人 件 費 上 昇 率

仲裁裁定 定 昇 計

%
10.05

12.44

11.62

10.55

14.68

%%
3.213.57

3.0

2.8

2,7

2.5

15.81

14.75

13.53

17,55

給 与 ベ ー ス

月 額 指 数

円

53,176

61,639

70,473

79,010

92,863

100

116

133

149

175

(参考)
人事院勧告

(定昇を除 く。)

%
10.2

12.67

11.74

10。68

15,39

ける事業財政は年度当初か ら約700億 円の赤字を抱える立場におかれた。

独立採算制を建前として経営する郵便事業 としては,や は り事業の置かれ

ているこうした実情について,国 民の深い理解と協力を得ることに努め,で

きる限 り早期に財政改善措置を行 う必要に迫 られている。

第6節 外 国 郵 便

1外 国郵便の利用状況

(1)外 国郵便物数の動向

ア。概 況

外国あて郵便物数は,第2次 世界大戦後,我 が国の国際社会への復帰に伴

う貿易の拡大,国 際交流の進展を反映して,毎 年順調な増加を示 して きた

が,46年 度をピークとして,そ の後は減少の傾向にある。48年度の物数は,

船便通常1,727万5千 通,航 空通常6,429万 通,船 便小包79万7千 個,航 空小

包100万9千 個であるが,こ れを対前年度比でみ ると,船 便の通常及び小包

郵便物にっいては,そ れぞれ14.2%減,14.0%減 となっており,航 空便につ

いては,通 常郵便物が0.9%増 とわずかなが ら伸びを示 しているものの,小
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包 郵 便 物 は4.2%減 とな った 。

一 方 ,外 国 来郵 便 物 数 は,48年 度 は,船 便 通 常3,757万6千 通,航 空 通常

7,283万1千 通,船 便 小包77万4千 個,航 空 小 包66万6千 個 と対 前 年 度 比 で

船 便 通 常5,2%減,航 空通 常9.4%増,船 便 小 包4.0%増,航 空 小 包18.0%

増 と船 便 通常 郵便 物 のみ が 減 少 した 。

イ.船 便 航 空 便 別 の利 用 動 向

外 国 あ て 郵 便物 につ い て,過 去10年 間 に おけ る船 便 航空 便 別 の利 用 動 向 を

み ると,38年 度 に お いて 通常 郵便 物 で航 空 便67に 対 し船 便33で あ った も のが,

48年 度 で は79:21と な っ て お り,小 包郵 便 物 に お い て も36:64で あ った もの

が56:44と 逆 転 して い る。

また,外 国 か ら到着 す る郵 便 物 に つ い て も,同 様 に,船 便 か ら航 空 便へ の

第2-1-30図
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利 用 の 移 行 が み られ る。

す な わ ち,38年 度 に お い て,通 常 郵 便 物 で航 空 便 と船 便 の利 用 比 は58:42

で あ った の が,48年 度 に お い ては66:34と 格 差 を広 げ て お り,小 包 郵 便 物 に

つ い て は,38年 度 は26:74と 船 便 が 圧 倒 的 に 優 位 で あ った が,48年 度 に は

46:54と 格 差 が 縮 ま って お り,近 い 将 来,航 空 小 包 が 優 位 に 立 つ こ とが 予 想

され る(第2-1-30図 ～第2-1-33図 参照)。

こ の こ とは,外 国 郵便 の利 用形 態 が船 便 か ら航 空 便 に 急 速 に 移 行 して い る

ことを 示 して い る もの とい え よ う。

(2)外 国 郵便 物 の流 れ と利 用実 態

ア.地 域 別 交 流状 況

48年 度 の 調査 に よれ ば,外 国 あ て郵 便 物 は,通 常 郵 便 物 及 び 小 包郵 便 物 と

第2-1-31図 年度別外国あて小包郵便物数

(単位:10万個)
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第2-1-32図 年 度 別 外 国 来通 常郵 便 物 数
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も北米あてが断然第一位を占め,第 二位のアジア州あて郵便物 と合計 す る

と,通 常郵便物の62.3%,小 包郵便物の68.3%が この両地域で占められてい

る。

一方,外 国から到着する郵便物についても,北 米からの郵便物が最も多 く

第一位を占め,第 二位は通常郵便物の場合は欧州,小 包郵便物の場合はアジ

ア州となってお り,第 一位 と第二位とを合計すると通常郵便物で70.9%,小

包郵便物で73.1%が これら両地域で占められている。この傾向は,年 度によ

り多少の差はあっても,こ こ数年間大きな変化はない。

また,こ の地域別構成は,我 が国の国際経済社会等における交流状況の実

態を反映 している(第2-1-34図 参照)。

なお,国 別にみると,国 交回復後の中国との交流物数が国交回復前に比べ

て大幅に増加 している。

イ.種 類別利用状況

外国あて航空通常郵便物についてみると,「 書状(航 空書簡を含む。)」の
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第2-1-33図 年度別外国来小包郵便物 数
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利 用 が 最 も多 く,航 空 通常 郵便 物 数 全体 の71.0%を 占 め て い るが,こ れ に対

して外 国 あて 船 便 通 常 郵 便 物 で は,「 印 刷物 」 の 利 用 が 最 も多 く,全 体 の

87.1%を 占め て い る。

外 国来 通 常 郵 便 物 の種 別 に つ い て も,外 国 あ て 郵 便 物 と同 じ傾 向 を示 し,

航 空 便 で は 「書 状(航 空 書 簡 を 含 む 。)」が 最 も多 く,ま た 船 便 で は 「印 刷

物」 が最 も多 い(第2-1-35図 参 照)。

ウ.利 用 実 態

48年3月 に東 京 都 区 内及 び大 阪 市 内 の外 国 郵 便 大 口利 用 会 社150社(業 種

別 内訳 一 「貿 易 ・商 事 」50%,「 製 造 業 」13.3%,「 金 融 ・保 険 業 」10%,「 運

輸 ・通 信 業 」10%,「 デ パ ー ト」6。7%,「 そ の他 」10%)を 対 象 に 実施 した

「外 国 郵 便 の 利 用 動 向 等 に 関 す る調 査」 に よれ ば,そ の 利 用 実 態 は 次 の とお

りで あ る。

ω 差 出 回数 及 び 差 出 方 法
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本邦発着外国郵便物の地域別構成

通 常 差出郵便物のあて地

ア ジ ア 北米

26.5%35・8%

82百 万 通

欧 州

23.7%

ア フ リカ3.1%

中 南米5.5%

大 洋 州5.40

小 包

通 常 到着郵便物の差出地

ア ジア

21.5% 北 米

39.3%

ア フ リカ1.4%

小 包

ア

%

ジ

3

ア

27

欧 州

22.6%

北 米

45.2%

アフ リカ0.8%1

調査対象会社の外国あて郵便物の差出回数は,「1日2回 以上」差 し出し

ている会社が45%と 半数近 くを占め,「 少なくとも1日1回 」差し出してい

る会社(40%)が これに次ぎ,合 わせて全体の85.2%の 会社が毎日外国あて

に郵便物を差 し出している(第2-1-36図 参照)。

このように定期的に差 し出される外国あて郵便物を効率的に処理す るため

に,自 社の 「郵便課(通 信課又は発送課)」 で一括 して発送している会社は

全体の半数以上にのぼり,更 に 「発送代行会社に委託して差出しを行ってい

る」会社 もかなりある。

また,「 定期的に航空郵便物を発送 しているあて先の リス ト」を備えてい

る会社がほぼ半数あり,特 定の受取人あての郵便物が多いことを反映してい

る。
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第2-1-35図 外国通常郵便物の種類別構成

画
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圖
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小 形 包装物0.5%
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無料0.1%

航空便

小形包装物1.2%

(注)無 料郵便物及び点字郵便物 の数はわずか であるた め省いた。

(イ)内 容品目別の利用状況

郵便により外国へ送 られる品物にはどのようなものがあるかを,郵 便物の

種類ごとに発送通数についてみると第2-1-37図 のとお りである。

すなわち,航 空通常郵便物では,「 通信文」が最も多 く,次 いで 「船荷証

券」,「その他の業務用書類」,「送 り状」,「小切手」の順 となっており,航 空

小包郵便物では 「商品見本」が第一位を占め,以 下 「宣伝広告物件」,「パソ

フレット」,「その他の業務用書類」,「定期刊行物」の順になっている。

次に,船 便通常郵便物については「カレンダー」,「定期刊行物」,「商品」,

「パンフレット」,「通信文」,「書籍」の順に差出 しが多 く,船 便小包郵便物



第1章 郵

第2-1-36図 外国あて郵便物発送 回数
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(注)図 中 の 番号 は 次 の調 査 項 目を 表 して い る。

1.1日2回 以 上

2。 少 な くと も1日1回

3.ほ ぼ 毎 日出 して い る が とぎれ る こ と もあ る

4.1日 をこ1回1

5.1か 月 の うち 数 日集 中的 に 差 し出 して い る

6.定 期 的 に 出 す もの と毎 日 出す もの が あ る

7,そ の 他

で は 「商 品 」,「 カ レ ン ダ ー」,「 定 期 刊 行 物 」,「 書 籍 」,「 パ ソ フ レ ッ ト 」の 順

に な っ て い る 。

2外 国郵便サ ー ビスの現状

(1)業 務 運 行

48年度における外国郵便の業務運行は,48年10月 初めに起きた中東紛争と

それに引き続 く石油危機により,国 際航空便のスケジュールが しば しば大幅

に変更にな り,航 空郵便物の安定した送達方法の確保を阻害す る要因となっ

たほか,船 便郵便物については,11月 末から12月中旬にかけて行われた港湾

ス トライキの影響により,ク リスマスメールの処理に若干の支障 を来 した

が,そ れ以外はおおむね順調に推移した。



r128一 第2部 各 論

第2-1-37図 内容品 目別利用状況(物 数比)
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(2)海 上 コ ンテ ナ輸 送 の拡 大

船 便郵 便 物 の海 上 コ ソテ ナ輸 送 は,外 国 あ て の もの に つ い て は,米 国,カ

ナ ダ,韓 国,オ ー ス トラ リア,英 国,西 独 向 け に,外 国 来 の もの に つ い て

は,米 国,カ ナ ダ(49年5月 廃 止),韓 国,オ ー ス トラ リア,英 国,西 独,

オ ラ ンダ,フ ラ ンス,シ ソガ ポ ール,香 港 等 の もの に つ い て行 わ れ て い る

が,49年4月 か ら オ ー ス トリア,ス イ ス,デ ンマ ー 久 東 独 あ て郵 便 物 に つ

い て もハ ン ブル グ(西 独)向 け の高 速 コ ソテ ナ船 に よ り送 達 し,送 達所 要 日

数 を短 縮 した 。

(3)航 空郵 便 ネ ッ トワ ー ク の拡 大

航 空 郵 便 物 の 送 達 ネ ッ トワー クは,航 空 路 線 の拡 大,増 便,航 空 機 の大 型
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化 等 に よ って 毎 年 拡 充 され て い るが,48年 度 は,次 の都 市 あて に 直 接締 切 郵

袋 を作 成 す る こ とに よっ て,送 達 ネ ッ トワー クを拡 大 し,郵 便 物 の速 達化 を

図 った 。

都 市 名

ドハ

リヤ ド

サ ヌ ア

ァ ブ ダ ビ

トリポ リ

カ トマ ンズ

北 京,上 海,広 東

ハ へ 一 ア

国 名

カ タル

サ ウデ ィ ・ア ラ ビア(通 常 郵 便 物 の み)

イ エ メ ン ・ア ラ ブ共 和 国

ア ラブ首 長 国連 邦

リ ビア

ネパ ール(通 常 郵 便 物 の み)

中 国(小 包郵 便 物)

フ ラ ンス領 ポ リネ シ ア

この結 果,航 空 郵 便 物 の 送 達 ネ ッ トワー クは,通 常 郵 便物 につ い て は132

都 市(108か 国),小 包 郵 便 物 に つ い ては135都 市(120か 国)に 拡 大 され た 。


